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第 13 回 議会のあり方調査特別委員会 会議概要   
 

【開催日】 平成２６年１０月２４日 

【開催場所】 第１委員会室 

【会議時間】 午後３時～午後３時５５分 

午後４時５分～午後５時 

【出席委員】 

委 員 長 矢 田 松 夫 副 委 員 長 河 﨑 平 男 

委 員 石 田 清 廉 委 員 伊 藤   實 

委 員 河 野 朋 子 委 員 下 瀬 俊 夫 

委 員 松 尾 数 則   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】 

議   員 岡 山   明   

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 古 川 博 三 事務局次長 清 水   保 

 

【調査事項】 

１ 委員会中継について 

２ 市民モニターについて 

３ 災害時における議会の対応について 

４ 次回委員会開催日について 

 

 

【会議の概要】 

１ 委員会中継について 

委員会中継の方法について、事務局から資料に基づき説明した。 
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 主な説明内容  

○ 備品購入の機械器具費で、ノートパソコンが１台、ウェブカメラ１台

必要である。 

○ 通信について、Ｗｉ-Ｆｉを開設することとし、通信料と手数料を計上

している。 

○ 合計１９万３,７３２円の初期投資が必要である。来年度は通信運搬費

として、１年分、約１０万円かかる。 

 

 説明に対する質疑  

○ ２つの委員会を中継したら経費はどうなるのか。→ 示した金額は１カ

所のみである。同時に行うと掛ける２になる。 

○ 複数行った場合、一方の委員会開催をずらすか、放映できないという

ことになるのか。→ そのとおりである。 

○ ユーチューブで中継した場合、スマホでも見られるか。→ 見ることが

できる。 

 

 委員の主な意見  

○ スマホで委員会中継は見ることができるが、本会議中継は見ることが

できないので、これについても検討が必要だ。 

○ 委員会中継の目的は、市民に公開し、見てもらいたいということなの

で、１台分の予算であれば、日程を変えるしかない。目先の２０万円で

委員会の審査日程をずらすと、予備日との関係も出てくる。 

○ マイク設備が 1 つしかないので、その点も考慮する必要がある（事務

局）→ 費用はどのくらいかかるか。→ １セット２１５万円掛ける消費

税だ。 

○ 場合によっては３つ同時ということもあるので、どの委員会を中継す

るのか。そのあたりも考えておかないといけない。 

○ 委員会中継に付随する設備が１セットしかない。日程調整はするが、

同時に委員会を開催することは十分想定される。曖昧な対応ではなく、

するなら完璧な体制をつくるべきだ。 

○ 当面は１セットで日程調整など努力し、２セット必要かという調整期

間が必要ではないか。今の段階で２セット、３セットというのは困難だ。 
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○ 原則は 1 日 1 委員会となっているので、重複したときにどこの委員会

を中継するかのルールづくりをしたらどうか。 

○ ある程度、議会運営委員会でのルール決めは必要だ。 

○ すべての委員会を公開することが大原則であるので、１日１委員会で

行い、本来２セットほしいところを１セット要求したという共通認識を

したらいい。 

 

 結論  

本来であればすべての委員会を公開するということで２セット必要だが、

予算的なことも考えて今回は１セットにすることとした。 

 

２ 市民モニターについて 

市民モニター設置要綱（案）について議論した。 

 

 委員の主な意見  

⑴ 市民懇談会について 

○ 第３条第１項で「市民懇談会に参加し」とあるが、市民懇談会は申

し込んだグループの人に限っているので、モニターが参加できるのか。 

○ 市民懇談会のあり方について意見を聞くという趣旨からすれば、先

方に了解を求め、参加したほうが市民懇談会もより活性化するのでは

ないか。 

○ 議会活動全般についてモニターが意見を言えるということであれば、

参加できないのはモニター制度に合わないと思う。 

○ グループは議会と話がしたいのに傍聴者を入れるというのはどうか。

また、グループの人よりもモニターが多いというときはどうするかと

考えると、「参加する」とまで書く必要があるのか。 

○ 原則、議会活動に関するものは、すべてチェックして意見を出して

もらうというスタンスでいいのではないか。 

○ 会場の設定や誰が来るかの確認など事務局が大変だ。また、議会報

告会は来てもらわないといけないが、市民懇談会は限られた方から相

談を受けるので、その中に入ってくるのはどうか。 

○ 市民懇談会は、地域の人、団体の人が何か問題があるので議会に相
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談に来ているのにモニターがそこに参加してどうするのか。団体にと

っては邪魔な存在といってもいいので、あまりふさわしくない。 

⑵ モニターの定員について 

○ 例えば３０人とした場合、その３０人をどのように選ぶかという問

題がある。以前の議論では行政の審議会に出ている人はできるだけ避

けようということもある。議長が適当と認めた団体等からとなってい

るので、団体は限定される。公募であれ団体からの推薦であれ、配分

も含めてもう少し具体的な検討がいる。 

⑶ モニター会議について 

○ 第３条第４号に「モニター会議に出席し、議会活動及び運営に関す

る意見交換を行うこと」となっているが、来てもらって意見のやり取

りをするのか、メールでするのか。 

○ モニターの意見に対し文書で返すだけでいいのか。ある程度、定期

的にモニター会議を持って、直接「この部分についてはこうだ」とい

う意見交換をするほうがいいのではないか。 

○ モニター会議は必要だ。旅費程度の報償を支給して会議を開き、意

見交換をしたほうがいい。 

○ 詳細を整備する必要がある。任期との兼ね合いもあるので、執行部

のモニター制度などを調査した後、再度協議したほうがいい。 

⑷ モニターの要件について 

○ 「他の公募委員を兼ねていないこと」ということが前回の会議で出

たが、どうするのか。 

○ 公募のときに制限すればいい。 

○ 公募の数が多いということが必ずしもいけないということではない。

関心がある人を除いてもいいのか。公募の制限については、議長の選

択権に委ねることでいいのではないか。 

○ 公募するときには「何個以上はだめ」と明記すればいい。常識の範

囲は２つか３つで、そのあたりはルールづくりをしたらどうか。 

○ 公募する場合は、後から議長の選択権で除くということは通用しな

い。 

⑸ モニターの募集・選考について 
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○ 「選考を企画広聴部会が行う」となっているが、これでいいのか。

団体から推薦で出ているのに広聴部会が「これはいい、これはだめ」

ということができるのか。 

○ 団体からの推薦は基本的には追認だ。問題は公募で、数が多くなっ

たときにどうするかという問題が出てくる。 

○ 選考する組織は広聴部会以外にない。 

⑹ その他 

○ 定義の中に政策討論会がない。→ 追加することとした。また、第３

条にも「傍聴し」を入れる。 

○ 第３条第１項で「本会議や委員会を傍聴し」となっているが、イン

ターネットによる視聴もある。→ 追加することとした。 

 

３ 災害時における議会の対応について 

災害対策本部に対する法令について、事務局から資料に基づき説明した。 

 

 委員の主な意見  

○ 市の本部条例については基本法の関係で職員しか入れないようになっ

ているが、防災会議には市長が認めれば入れるようになっているので、

もう少し議論が必要だ。 

 

４ 次回委員会の開催日について 

次回の委員会は、１１月７日（金）１３時３０分から開催することとし

た。 




















